
新型コロナウィルス感染拡大予防対策における利用可能人数の目安 

●農村環境改善センター 

部 屋 名 通常利用可能人数 感染予防を講じた最大可能人数 

多目的ホール ２５０人 ６０人 

生活改善室 ３０人 １５人 

第１研修室 ２５人 １２人 

第２研修室 ２５人 １２人 

第３研修室 ３０人 １５人 

第４研修室 ２５人 １２人 

第５研修室 ２５人 １２人 

第６研修室 ３０人 １５人 

第７研修室 ３０人 １５人 

 

※上記表中の「感染予防を講じた可能人数」については、通常利用可能人

数の５０％の比率で算出した最大可能人数の目安です。 


